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別表１） 青森公立大学 ハラスメント防止対策委員会 

構成員 

(1) 学長 

(2) 学部長 

(3) 研究科長 

(4) 事務局長 

(5) 学長の指名する男女各 1名以上の専任の教員職員及び事務職員 

 

 

別表２） 青森公立大学 ハラスメント相談員 

構成員 

(1) 専任の教員職員及び事務職員のそれぞれの中から男女１名以上 

※ 相談員は、防止対策委員会の委員を兼務してはならない。 


